
議案第９８号 

 

   平成２２年度狭山市一般会計補正予算（第３号） 

 

 平成２２年度狭山市一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５２５，３４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ４５，９６５，９６７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算 

 補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 歳入歳出予算補正 

 歳 入                                                  （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

 １，１０５，０００ ６０３，４０９ １，７０８，４０９ 11 地 方 交 付 税 

１ 地 方 交 付 税 １，１０５，０００ ６０３，４０９ １，７０８，４０９ 

 ５，１５３，５９６ ５６，９４８ ５，２１０，５４４ 

１ 国 庫 負 担 金 ４，４８２，４２５ ３５，０００ ４，５１７，４２５ 

15 国 庫 支 出 金 

２ 国 庫 補 助 金 ６１８，８３３ ２１，９４８ ６４０，７８１ 

 ２，１０４，３４０      ２８，８１１     ２，１３３，１５１ 

１ 県 負 担 金 １，０７１，２３８ １７，５００ １，０８８，７３８ 

16 県 支 出 金 

２ 県 補 助 金      ６８０，６４４      １１，３１１      ６９１，９５５ 

 ３，４７４，５１８     ８３６，１７２     ４，３１０，６９０ 22 市 債 

１ 市 債    ３，４７４，５１８     ８３６，１７２    ４，３１０，６９０ 

歳   入   合   計   ４４，４４０，６２７ １，５２５，３４０   ４５，９６５，９６７ 

 

 

 

 

 

 

 



歳 出                                                  （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

 ８，２２１，６０２ １，２９４，６３３ ９，５１６，２３５ ２ 総 務 費 

１ 総 務 管 理 費 ６，８７８，１５５ １，２９４，６３３ ８，１７２，７８８ 

  １５，０８６，６２６  １３６，１４０ １５，２２２，７６６ 

１ 社 会 福 祉 費   ６，３４３，７１５ １０８，２３３ ６，４５１，９４８ 

３ 民 生 費 

２ 児 童 福 祉 費   ６，７２２，１３２  ２７，９０７ ６，７５０，０３９ 

 ３，６０４，１９８ ６４，６８７ ３，６６８，８８５ ４ 衛 生 費 

１ 保 健 衛 生 費 １，２３９，０３１ ６４，６８７ １，３０３，７１８ 

 １７２，５７５ ２，７５０ １７５，３２５ ６ 農 林 水 産 業 費 

１ 農 業 費 １７２，５７５ ２，７５０ １７５，３２５ 

 ５，１４７，７２２ ３，０００ ５，１５０，７２２ ８ 土 木 費 

３ 都 市 計 画 費 ３，７４３，２９２ ３，０００ ３，７４６，２９２ 

 ５，１４７，８０６ ２４，１３０ ５，１７１，９３６ 

２ 小 学 校 費 １，０８６，５０７ １２，７００ １，０９９，２０７ 

３ 中 学 校 費 １，１２１，８５０ ３，１００ １，１２４，９５０ 

10 教 育 費 

４ 幼 稚 園 費 ３５４，７０２ ８，３３０ ３６３，０３２ 

歳   出   合   計   ４４，４４０，６２７ １，５２５，３４０ ４５，９６５，９６７ 

 

 



第２表 債務負担行為補正 

追 加 

事          項 期       間 限     度     額 

中央児童館指定管理料 
平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

平 成 ２ ７ 年 度 ま で 
      ２２６，７５０千円 

第四児童館指定管理料 
平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

平 成 ２ ７ 年 度 ま で 
       ９７，７５０千円 

新狭山公園、狭山台中央公園、上奥富運動公園 

及び鵜ノ木運動公園指定管理料 

平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

平 成 ２ ７ 年 度 ま で 
      １６２，７５０千円 

地域スポーツ施設指定管理料 
平 成 ２ ２ 年 度 か ら 

平 成 ２ ７ 年 度 ま で 
      ２１３，５７１千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３表 地方債補正 

 変 更 

補 正 前 補 正 後 
起 債 の 目 的 

限 度 額 起債の方法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利   率 償還の方法 

 
 
 
 
 

臨時財政対策債 

千円 
 
 
 
 
2,315,868 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

普通貸借又
は証券発行 

4.0%以内 
 
ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを行
った後において
は、当該見直し後
の利率 

借入先の融通
条件による。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間を
短縮し、若し
くは繰上償還
し、又は低利
に借換えする
こ と が で き
る。 

      千円 
 
 
 
 

3,152,040 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
補正前に同
じ。 

 
 
 
 
 
補正前に
同じ。 

 
 
 
 
 
補正前に同
じ。 

 

 

  平成２２年１１月２５日提出 

 

           狭山市長 仲 川 幸 成 


